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インドネシアの綿織物等のセーフガードについて 

 

平成２３年５月２３日 

経産省繊維課通商室 

１． ＳＧ通報の概要  

 

４月にインドネシアから綿織物等のセーフガード措置について、ＷＴＯ事務

局（セーフガード委員会）に通報があったところ。ＳＧ通報の概要は以下のと

おり。昨年多数の品目で関税撤廃があった中ＡＳＥＡＮのＦＴＡによるインド

ネシア国内産業への影響を懸念している産業界からのＳＧ申請があり、今回の

ＳＧ発動になった。繊維品の他には、銅線等のＳＧが発動している。インドネ

シアＳＧはＦＴＡ／ＥＰＡによる輸入貨物にも適用されるため、日尼ＥＰＡ、

ＡＪＣＥＰをつかって輸入された貨物にもＳＧ課税が上乗せになる。 

 

① 綿織物（以下の品目）のＳＧ発動（2011年3月末から3年間2014年3月まで） 
HS5208.11.00.00, HS5208.12.00.00, HS5208.13.00.00, HS5208.19.00.00, 

HS5208.23.00.00, HS5208.29.00.00,  

HS5209.29.00.00,  

HS5210.11.00.00,  

HS5211.11.00.00, HS5211.12.00.00, 

HS5212.11.00.00 

綿織物のＳＧ課税 

課税期間 課税率 円換算参考値 

ＳＧ発動の１年目 116,800ルピア／kg 1,103円／kg 

ＳＧ発動の２年目 109,500ルピア／kg 1,034円／kg 

ＳＧ発動の３年目 102,200ルピア／kg 965円／kg 

 

② 綿糸（HS5205,HS5206）のＳＧ発動決定（インドネシア財務省でＳＧ発動手続き中、

発動されれば、発動日から3年間）、但し、以下の品目はＳＧ対象外 

HS5205.27.00.00, HS5205.28.00.00, HS5205.33.00.00, HS5205.34.00.00, 

HS5205.46.00.00, 

HS5206.33.00.00, HS5206.34.00.00, HS5206.44.00.00 

綿糸のＳＧ課税 

課税期間 課税率 円換算参考値 

ＳＧ発動の１年目 40,687ルピア／kg 384円／kg 

ＳＧ発動の２年目 38,144ルピア／kg 360円／kg 

ＳＧ発動の３年目 35,601ルピア／kg 336円／kg 

③ 「ターポリン、日よけ（合成繊維製のもの）」（HS6306.12）のＳＧ調査開始 

調査開始日：２０１１年３月２２日   

ＳＧ申請団体：オレイン酸・芳香族・プラスチック産業協会 
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２．ＳＧ対象品目の日本からの輸出の状況とＳＧの影響  

 

直近の過去５年間で、ＳＧ対象品となる綿織物のインドネシアへの輸出は５

０００万円～１億５０００万円程度であり、影響は限定的と考えられる。 
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直近の過去５年間で、ＳＧ対象品となる綿糸のインドネシアへの輸出は９０

０万円 ～３０００万円程度であり、影響は限定的と考えられる。また、ＳＧ調

査中の「ターポリン・日よけ」については、ほとんど輸出実績が無い状況。 
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参考：インドネシアへの繊維輸出の推移（単位：億円） 

 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 

原料 61 59 79 84 79 105 

糸 26 25 34 34 23 29 

織物類 38 36 35 35 25 31 

衣類 1 1 1 1 1 1 

二次製品 43 39 40 43 34 47 

合  計 169 159 188 197 162 213 

 

 インドネシアへの織物輸出については、現地での海外縫製による衣類の持ち帰

りオペレーションが行われていることが暫８関係資料から確認できており、ま

たインドネシアでの保税制度を利用した衣類の持ち帰りオペレーションも行わ

れているとの情報もある。 

（保税制度によるＳＧ対象品目のインドネシアの輸入については、ＳＧ課税を

しないように現在インドネシア政府とＪＥＴＲＯが協議中。） 

 

参考：暫８利用によるインドネシアからの衣類輸入額推移（単位：億円） 

年度 暫８適用された世界

からの衣類輸入額 

暫８適用されたインドネ

シアからの衣類輸入額 

インドネシアの 

暫８利用の割合 

２００５ 5,404 29 0.5% 

２００６ 5,778 34 0.6% 

２００７ 5,784 32 0.6% 

２００８ 5,273 14 0.3% 

 

 

 今回ＳＧ対象とされた繊維品の日本からの輸出や、ＳＧ対象の綿織物を用いた

インドネシアでの縫製衣類の持ち帰りオペレーションへの影響は規模が小さい

ため限定的と推測されるが、インドネシアにおけるＳＧ対象品目が今後も広が

る可能性もあり、動向を注視する必要がある。 
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＜参考：綿織物ＳＧ措置の和訳＞ 
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